
JP 4719762 B2 2011.7.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
地下構造物における蓋受け枠の開口縁部分に基端部側にて軸支された回転可能な梯子本体
を具備し、起立時には昇降用梯子となり、倒伏時には先端部が開口縁部分と係止して転落
防止枠となる地下構造物用転落防止梯子であって、
梯子本体を軸支している軸受け部近傍の開口縁側にブラケットを具備し、このブラケット
に、内方へ突き出た係合カム部を設置する一方、上記係合カム部と係合可能に設けられた
ロック部材を、上記梯子本体の側に設置し、
上記ロック部材は、梯子本体を倒伏状態から起立状態に回転させる過程において、原位置
から係合カム部に接触し押されて動き、かつ原位置に戻り得るように可動式に設けられ、
さらに係合カム部を通過してその背面に係合するように弾性部材により付勢した構成を有
する地下構造物用転落防止梯子。
【請求項２】
梯子本体は、その基端部側にて開口縁部分の軸受け部に回転可能に軸支され、かつ係合カ
ム部と上記軸受け部よりも梯子本体の先端部側にて係合可能なようにロック部材が設置さ
れており、ロック部材が係合カム部の起立面と係合して梯子本体の前方回転が拘束され、
かつ軸受け部側に設けられている後部支持部と係合することによって梯子本体が起立状態
に保持される請求項１記載の地下構造物用転落防止梯子。
【請求項３】
係合カム部は、梯子本体を基端部にて軸支した軸受け部の内側に突設されており、ロック
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部材は、梯子本体の基端部近傍の内側に設けられた取り付け部材に取り付けられており、
上記ロック部材は、梯子本体の回転方向を向いた軸周りに回転可能に設けられ、上記係合
カム部は、梯子本体を起立状態に回転させる過程において、ロック部材が接触し押されて
回転し係合カム部を通過する向きに設けられた傾斜面を有している請求項１又は２記載の
地下構造物用転落防止梯子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地下構造物における蓋受け枠の開口縁部分に基端部側にて軸支された回転可
能な梯子本体を具備し、起立時には昇降用梯子となり、倒伏時には先端部が開口縁部分と
係止して転落防止枠となる地下構造物用転落防止梯子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　転落防止梯子は、地下構造物の開口縁部分に設置され、起立させると昇降用の梯子とな
り、倒して伏せると転落防止の機能を果たすとともに、蓋受け枠に両端部で係止している
ので、仮にマンホール内部から揚圧が加えられ、揺さぶられたとしても外れない構造にな
っている。このような転落防止梯子は、現在では一般的な装備になっているといって良い
が、起立させる際に梯子本体を蓋受け枠側の固定部分に差し込む必要があり、そのために
２段階の操作を行わなければならない。
【０００３】
　例えば特開２００１－３２３０５号には、梯子本体の基端部をその長孔にて蓋受け枠側
の支軸に取り付けた発明が開示されており、上記長孔の範囲で梯子本体を上下させて蓋受
け枠側に差し込む必要がある。また、特開２００２－２５６５８３号、特開平１１－１０
７３０３号の発明においても同様である。２段階の操作それ自体は、緊急事態を除けば、
それほど問題というわけではない。しかしながら二つの操作が必要であるということは、
そのうちの一つの操作が不完全である場合、目的が果たされない可能性につながることで
ある。例えば梯子本体の差し込みが不完全であるケースでは、立てたつもりの梯子が倒れ
る危険性もある。なお、特開２００７－３０８８７９号の発明では、ロック凹部に自動的
に嵌合するロック枠を有する転落防止梯子を開示しているが、同発明もロック凹部にロッ
ク枠を嵌合させるものであり、ロック凹部への嵌合にはロック枠を差し込む作業を自動的
に行うだけである。従って、転落防止梯子を起立させるためには前記のものと同様の差し
込み工程が必要であり、また差し込み不完全という危険性も残存する。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３２３０５号
【特許文献２】特開２００２－２５６５８３号
【特許文献３】特開平１１－１０７３０３号
【特許文献４】特開２００７-３０８８７９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は前記の点に着目してなされたもので、その課題は、転落防止梯子を、倒伏させ
て先端部が開口縁部分と係止している転落防止枠の状態から昇降用梯子とするために、１
動作しか要さずに起立させることが可能な地下構造物用転落防止梯子を提供することであ
る。また本発明の他の課題は、確実に起立させることができる安全性の高い地下構造物用
転落防止梯子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記の課題を解決するため、本発明は、地下構造物における蓋受け枠の開口縁部分に基
端部側にて回転可能に軸支された梯子本体を具備し、起立時には昇降用梯子となり、倒伏
時には先端部が開口縁部分と係止して転落防止枠となる地下構造物用転落防止梯子につい
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て、
梯子本体を軸支している軸受け部近傍の開口縁側にブラケットを具備し、このブラケット
に、内方へ突き出た係合カム部を設置する一方、上記係合カム部と係合可能に設けられた
ロック部材を、上記梯子本体の側に設置し、
上記ロック部材は、梯子本体を倒伏状態から起立状態に回転させる過程において、係合カ
ム部に接触し押されて動き、かつ原状態に戻り得るように可動式に設けられ、さらに係合
カム部を通過してその背面に係合するように弾性部材により付勢した構成を有するものと
するという手段を講じたものである（請求項１）。
【０００７】
　上記の構成から明らかであるように、本発明の地下構造物用転落防止梯子も、起立させ
ることで昇降用梯子となり、倒伏させることで先端部が開口縁部分と係止し転落防止枠と
なるタイプのものである。本発明は、さらに１動作しか要さずに起立させることが可能な
ものを実現することを課題としており、そのために梯子本体を回転させる以外には如何な
る操作も必要とせず、梯子本体の一部分をどこかに差し込むことも必要ではない。
【０００８】
　本発明の装置では、上記の課題に対して梯子本体を軸支している軸受け部近傍の開口縁
側にブラケットを具備し、このブラケットに、内方へ突き出た係合カム部を設置する一方
、上記係合カム部と係合可能に設けられたロック部材を、上記梯子本体の側に設置するも
のとする。開口縁の内方つまり梯子本体の回転面の方向へ突き出た係合カム部により、そ
れと係合可能に設けられたロック部材を梯子本体の回転の過程で係合させ、係合カム部を
通過させるものとする。なお、本発明におけるブラケットとは、腕木ないしは突き出た部
分の意味で用いており、従って、蓋受け枠の開口縁部分に設けられていることが必要であ
るけれども、後述する例のように別部品に限られるものではなく、開口縁部分に一体鋳造
されているものも含む概念である。
【０００９】
　ロック部材は、梯子本体を倒伏状態から起立状態に回転させる過程において、原位置か
ら係合カム部に接触し押されて動くことにより係合カム部を通過し、かつ原位置に戻り得
るように可動式に設けられている。さらに係合カム部を通過した後には、その背面に係合
するように弾性部材により付勢し、自動で起立状態に移行し、かつ梯子本体が起立状態に
保持されるようになる。
【００１０】
　上記の構成において、梯子本体は、その基端部側にて開口縁部分の軸受け部に回転可能
に軸支され、かつ係合カム部と上記軸受け部よりも梯子本体の先端部側にて係合可能なよ
うにロック部材が設置されており、ロック部材が係合カム部の起立面と係合して梯子本体
の前方回転が拘束され、かつ軸受け部側に設けられている後部支持部と係合することによ
って梯子本体が起立状態に保持されるという構成を取ることができる（請求項２）。
【００１１】
　請求項１に記載の発明においては、梯子本体を蓋受け枠に軸支することと、ロック部材
が係合カム部と係合することを求めているが、その具体的な構成は限定していないので、
どのような軸支か、またロック部材と係合カム部をどのように係合させるかを自由に決め
ることができる。これに対して、請求項２の構成においては、梯子本体は、その基端部側
にて開口縁部分の軸受け部に軸支し、梯子本体の先端部側にて係合可能なようにロック部
材を設置することにより、起立状態において軸受け部とロック部材の係合部分が上下に位
置して、起立状態を保持する手段を兼ねることにもなり、構成を合理化することができる
。
【００１２】
　また、係合カム部は、梯子本体を基端部にて軸支した軸受け部の内側に突設するものと
し、ロック部材は、梯子本体の基端部近傍の内側に設けられた取り付け部材に取り付け、
上記ロック部材は、梯子本体の回転方向を向いた軸周りに回転可能に設け、上記係合カム
部は、梯子本体を起立状態に回転させる過程において、ロック部材が接触し押されて回転
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し係合カム部を通過する向きに設けられた傾斜面を有しているという構成を取ることがで
きる（請求項３）。
【００１３】
　本発明は上記のように構成されており、梯子本体の起立時には昇降用梯子となり、倒伏
時には先端部が開口縁部分と係止して転落防止枠となるものが対象になっている。しかし
倒伏時に先端部が開口縁部分と係止するための具体的な構成については、自由に選択でき
る範囲の事項であるので、係合カム部とロック部材を具備することが発明構成上の必須条
件である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は以上のように構成されかつ作用するものであるから、転落防止梯子を、倒伏さ
せて先端部が開口縁部分と係止している転落防止枠の状態から昇降用梯子とするために、
回転操作という１動作しか要さずに起立させることが可能な地下構造物用転落防止梯子を
提供することができるという効果を奏する。また本発明によれば、梯子本体を回転させる
以外の操作を必要とせずに起立状態にすることができるので、起立状態を確実なものとす
ることができる安全性の高い地下構造物用転落防止梯子を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下図示の実施形態を参照して本発明をより詳細に説明する。図１は、本発明に係る地
下構造物用転落防止梯子１０の一例を示すもので、地下構造物における蓋受け枠１１の開
口縁部分に基端部側にて軸支された回転可能な梯子本体１２を具備している。図示の梯子
本体１２は、左右一対の縦部材１３、１３と、それらの間に渡した数個の横部材１４を組
み合わせて梯子状に形成したもので、倒伏時には蓋受け枠の開口部分をほぼ覆うことがで
きる大きさと形状を有している。
【００１６】
　１５は梯子支軸であり、上記横部材１４と並行しているため梯子構造の一部のように見
えるが、梯子本体１２を軸支するための部材である。梯子本体１２を軸支する軸受け部近
傍の開口縁側には、左右一対のブラケット１６を具備するものとする。即ち、上記の梯子
支軸１５は、蓋受け枠１１の開口縁部分１１ａに取り付けられている左右ブラケット１６
の支軸軸孔１６ａに軸受けされている。１７はブラケット取り付けボルトであり、ブラケ
ット１６の取り付け軸孔１６ｂ及び開口縁部分１１ａの軸孔１１ｂに差し込まれ、締結具
としてのナット１８を用いてブラケット１６を蓋受け枠側に取り付けている。なお梯子本
体１２は、縦部材１３の基端部１３ｂの軸孔１３ａに梯子支軸１５の端部１５ａを差し込
んだ上で、同様にナット２１を用いて結合している。
【００１７】
　上記のブラケット１６には、その外側面に、梯子本体１２と係合する前面に上下方向の
後部支持部１９を形成しており、図示の例では梯子本体１２が縦部材１３の側面２０にて
後部支持部１９に当接し、梯子本体１２を直立ないしは上部がやや外方へ傾斜気味に起立
させるように設定されている（図６参照）。上記の構成からも明らかであるように、本発
明における梯子本体１２は、基端部側にて軸支された梯子支軸１５の軸周りにのみ回転可
能であり、上下方向にも左右方向にも移動可能である必要がない。なお、支軸軸穴１６ａ
を有するブラケット１６は別部品として形成しているが、これを蓋受け枠１１の一部とし
て鋳造しても良いものである。
【００１８】
　このような構成において、梯子本体１２を軸支している軸受け部近傍の開口縁部分に、
梯子本体１２の回転面の方向へ突き出た係合カム部２２を設置し、また、上記係合カム部
２２と係合可能に設けられたロック部材２５を、上記梯子本体１２の側に設置する。この
内、上記の係合カム部２２は、図示の例では、梯子本体１２を基端部１３ｂにて軸支した
ブラケット１６の内側に突設されており、その突設位置は梯子本体１２の回転範囲の内側
である。さらに係合カム部２２は、梯子本体１２を起立状態に回転させる過程において、
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ロック部材２５が当該係合カム部２２に接触し押されて回転し係合カム部２２を通過する
ように、前部より後部へ向けた傾斜状に設けられた傾斜面２３を、前側に有しており、か
つまたロック部材２５の前方移動を拘束する起立面２４を背面（後側）に有している。
【００１９】
　ロック部材２５は、梯子本体１２の基端部近傍の内側に、取り付け部材２６を用いて取
り付けられている。上記の取り付け部材２６はほぼＬ字型を有しており、その一面に軸受
け孔２７を形成したもので、ロック部材２５を梯子本体１２の回転方向を向いた軸線２８
の周りに回転可能に配置するために、縦部材１３の内側に止め具２９により取り付けられ
ている。上記軸線２８は、梯子本体１２を起立のために回転させる方向を向いて設けられ
ており、ロック部材２５の軸部２５ａをその軸方向の軸受け孔２７に差し込んで、軸周り
に回転可能とする。
【００２０】
　上記ロック部材２５は、原位置から係合カム部２２に接触し押されて動き、かつ原位置
に戻り得るように可動式に設けられているが、戻り時に係合カム部２２を通過してその背
面の起立面２４に係合するように、弾性部材３０により付勢されている。図示の付勢部材
３０はトーションバネよりなり、その一端３０ａを取り付け部材２６の内角に、また他端
３０ｂをロック部材２５に掛け止め、ロック部材２５の上部に斜面３１ａを有する係合端
部３１が起立のための操作で、回転方向正面を向く方向に付勢している。
【００２１】
　ロック部材２５は付勢部材３０によって付勢され、その付勢方向の一部分３２にて取り
付け部材２６の一部分３３に当接し、上記の回転方向正面を向いた位置に規定されるが、
この位置が図示の例における原位置である。また、ロック部材２５の軸部２５ａには切り
欠き部２５ｂが形成されており、同切り欠き部２５ｂに係合する切り欠き軸穴３４ａを有
するレバー３４がロック部材２５に取り付けられ、レバー操作により付勢力に抗してロッ
ク部材２５を回転させ、係合カム部２２との係合を外すことができるように構成されてい
る。このようなロック部材２５は、ナット３５を用いて取り付けられている。
【００２２】
　よって、後述する如く倒伏して先端部が開口縁部分１１ａと係止し、転落防止枠となっ
ている図１の状態においては、梯子本体１２は図３に示すように、ロック部材２５が係合
カム部２２から離れている。この状態から先端部の係止を外し、起立状態へ向けて梯子本
体１２を回転させると、図４に示すようにロック部材２５の係合端部３１が斜面３１ａに
て、係合カム部２２の前部より後部へ向けた傾斜状に設けられている傾斜面２３に接触す
ることで押され、弾性部材３０の付勢力に抗して動かされ回転するので、係合カム部２２
の内側を迂回するように通過する。係合カム部２２を通過後、ロック部材２５は弾性部材
３０の付勢力により回転して原位置に戻り、図５に示すように、その係合端部３１が係合
カム部２２の起立面２４に係合する。それとともに、梯子本体１２は側面２０においてブ
ラケット１６の後部支持部１９に支えられるので、前後方向の移動が拘束され起立状態に
保持されることになる（図６参照）。
【００２３】
　梯子本体１２を倒伏状態から起立状態にする過程において必要なのは、上記のように梯
子支軸１５を中心にして梯子本体１２をただ回転させる操作のみである。梯子本体１２を
回転させる過程において、ロック部材２５が係合カム部２２に接触し押されて原位置から
動き、かつ原位置に戻るので、梯子本体１２をスライドさせたりずらせたりする必要が全
くなく、誤操作の可能性も減少し、使用する者には安心感が得られる。なお、起立状態に
ある梯子本体１２を倒伏状態にするには、レバー３４を操作してロック部材２５の係合端
部３１が係合カム部２２と抵触しない状態にして、梯子支軸１５を中心に梯子本体１２を
回転させ、開口縁部分に先端部を係止させる。
【００２４】
　本発明の地下構造物用転落防止梯子１０は、倒伏時には先端部が、上記梯子取り付け部
分とは１８０度反対側の箇所の開口縁部分に係止して転落防止枠となるものであるが、そ
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の部分は以下のように構成されている。即ち、蓋受け枠１１の開口縁部分には、内向きの
鍔部３６がほぼ全周に渡って設けてあり、その下部に入り込んで係止可能な状態となる係
止部材３７を梯子本体１２の先端部として具備している。図１及び図７等に示すように、
梯子本体１２の左右一対の縦部材１３、１３の先端部分には、長手方向の長孔３８を設け
てあり、その範囲で係止部材３７をスライド可能とすることにより先方へ突出するように
設けられ、さらに弾性部材３９によって突出方向へ付勢されている。４０は指掛け部であ
り、係止部材３７を弾性部材の付勢力に抗して動かすため係止部材３７の上部に設けられ
ている。
【００２５】
　図７は上記の係止部材３７の係止を外す過程を示しており、鍔部３６の下部にあって係
止している状態から（図７Ａ）、係止部材３７を、その指掛け部４０を操作し、弾性部材
３９の付勢力に抗して後退させることで係止から外し（図７Ｂ）、さらに梯子支軸１５を
中心に梯子本体１２を回転させ（図７Ｃ）、係止状態を脱するものである。また、図８に
示すように、鍔部３６の下部に係止部材３７が係止している状態では、梯子本体１２は、
梯子支軸１５により基端部においても固定されているので、内部から揚圧が作用し揺さぶ
られても外れることはない。特に本発明では、梯子本体１２それ自体が梯子支軸１５で蓋
受け枠１１に取り付けられており、従来の転落防止梯子のようにスライドさせたりずらせ
たりして起立させるものではないので、揺さぶられて外れる可能性が増すということもな
い。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係る地下構造物用転落防止梯子の一例を示す平面図である。
【図２】同上の要部を示す分解斜視図である。
【図３】同上における倒伏時の説明図で、Ａは平面図、Ｂは断面図である。
【図４】同じく起立操作中の説明図で、Ａは図４Ｂ矢視図、Ｂは断面図である。
【図５】同じく起立時の説明図で、Ａは図５Ｂ矢視図、Ｂは断面図である。
【図６】同じく起立状態を示す蓋受け枠全体の縦断面図である。
【図７】同じく係止部材に関する説明図で、Ａは係止を外す前の断面図、Ｂは係止を外し
た状態の断面図、Ｃは梯子本体を回転させている状態の断面図である。
【図８】本発明の転落防止梯子を適用した蓋受け枠における作用の説明図である。
【符号の説明】
【００２７】
　１０　地下構造物用転落防止梯子
　１１　蓋受け枠
　１２　梯子本体
　１３　縦部材
　１４　横部材
　１５　梯子支軸
　１６　ブラケット
　１７　ブラケット取り付けボルト
　１８、２１、３５　ナット　
　１９　後部支持部
　２０　側面
　２２　係合カム部
　２３　傾斜面
　２４　起立面
　２５　ロック部材
　２６　取り付け部材
　２７　軸受け孔
　２８　軸線
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　２９　止め具
　３０、３９　弾性部材
　３１　係合端部
　３２、３３　一部分
　３４　レバー
　３６　鍔部
　３７　係止部材
　３８　長孔
　４０　指掛け部　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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